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様式第2号 

質  疑  応  答  書 

 

令和８年４月７日 

 

 

 各 位 

 

 

明 日 香 村 長 

                                

 

番    号 令和 8年度 第 302号 

件        名 明日香村中学生国際交流派遣事業（オーストラリア・韓国） 

質  疑  事  項 回  答  事  項 

 

・オーストラリアについて 

 

 

① 往路８月１２日出発について 

現地アデレード到着は、遅くとも何日の何時

までに到着しなければなりませんか？ 

 

 

② LCC及び中国系・マレーシア系以外の利用と

ありますが、団体手配において座席確保が

難しかったり、極端に高額の場合、やむを

得ず利用することは可能でしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・オーストラリアについて 

 

 

① 往路８月１２日出発について 

８月１３日午前着が望ましいが、フライト

の遅延等による延着は可とします。 

 

 

② 不可。 

 


